
  

総論
第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第1節  家庭,社会環境の変化と子供
1  世帯規模の縮小と核家族化の進行

30年以降我が国の家族構成は大幅な変化を遂げてきた。世帯の規模についてみると,普通世帯人員は,30年
まではほぼ5人前後で安定的に推移してきたが,その後急速に減少し,50年には3.44人となっている(第2-1
図)。

第2-1図 普通世帯人員の変化

このような諸外国に例をみない大幅な世帯規模の縮小は,一つには出生児数の減少によるものである。第
2-1表 のように,戦前の夫婦はほぼ5人の子供を持っていたが,32年には3人を下回り,現在では平均2人と
なっている。また理想とする子供の数も,最近では2人が大多数であり,次いで3人となっている。出生児が
減った原因については,前章の出生の動向において示したように,「子供の教育・養育費問題」が大きな比
率を占めており,次いで「住宅事情」となっている(第2-2図)。

第2-1表 出生児数の推移
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第2-2図 子供を生むつもりがない理由

第二は,30年以降の高度経済成長に伴う人口の急激な地域間移動及び産業別就業構造の変化である。この
結果,農家の世帯員が減少し,大都市では,流入してきた若年層による核家族や単身世帯が増加した。

第三には,戦後において家族に対する考え方が変化したこと,また,これに加えて大都市における住宅事情の
もとでは,地方から大都市に流入してきた若年層が老親と同居することが困難であったこと等により,いわ
ゆる核家族が増加したことである。

いま,家族の構成についてみると,普通世帯に占める核家族世帯の割合は,30年の59.6％から50年の64.0％に
まで高まっており,逆にその他の親族世帯(主として直系親を含んだ三世代家族)は36.5％から22.2％に減少
してきている(第2-2表)。また,意識面でみても,戦後の民法改正による「家」制度の廃止や急激な人口移動
等による家族規模の縮小を通じて,家族に対する国民の意識は大幅に変化している。

第2-2表 家族類型の変化
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総論
第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第1節  家庭,社会環境の変化と子供
2  家族構成の変化と子供の養育

以上のような世帯規模の縮小及び家族構成の変化は子供の養育について大きな影響を及ぼしている。以
下では特に育児と子供のしつけについて取り上げる。
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総論
第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第1節  家庭,社会環境の変化と子供
2  家族構成の変化と子供の養育
(1)  育児と母親の負担

前述のように祖父母との同居が減少し,核家族世帯が増加したことにより,家庭内での人手が少なくなったため,育児につい
ての母親の負担が増大したり,また家庭内での育児知識の継承が行われなくなったため,育児についての母親の不安が増大す
る等の現象が生じている。

50年の国勢調査により,6歳未満の親族のいる普通世帯をみるとその約7割が核家族世帯となっているが,このような世帯に
おける育児はほとんど母親の負担となっている(第2-3表)。

第2-3表 世帯構成別にみた保育状況

総理府の「社会生活基本調査」によって家族形成段階別の妻の生活行動時間をみると,妻の年齢26～35歳が出産・保育期に
当たっており,この時期においては,乳幼児の保育のため家事,育児時間が約6時間となっているが,新婚期に比して倍増してお
り,また,生涯のうちのどの時期よりも多くなっている。

これに対して,仕事時間は新婚期に比して約1時間減少しており,子供の出産や育児のため職場を退く人が多いことを示して
いる。また,趣味,娯楽,スポーツ,休養等の時間も新婚期に比して約1時間減少している。これらにより,この時期の母親は自
分の生活の大部分を育児のために費していることが分かる(第2-4表)。

第2-4表 家族形成段階別夫婦の生活行動時間
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このように育児における母親の負担はかなり大きいものとなっているが,それは肉体面にとどまらず精神面においても大き
い。特に,祖父母との同居が減少したため,母親は育児に関してともすれば精神的に孤立しやすくなっていると思われるから
である。例えば,日本総合愛育研究所の調査によれば,子供が病気になった場合に母親が相談した相手をみると,核家族では
夫(41.7％),実母(35.2％),姑(6.5％)となっているが,老親と同居している三世代家族では姑(34.9％),夫(30.5％),実母(21.7％)と
なっている。これをみると,三世代家族では身近に育児の経験者である姑や実母が居り,症例を見つつ具体的な相談ができる
のに対して,核家族の場合には,これが不可能であり,特に重要な相談相手たる姑の活用もほとんど行われておらず,夫と相談
する度合が高くなっている。このような場合,未経験な母親ほど育児についての不安が高まることが容易に想像され,これが
高じれば,例えば育児ノイローゼといった不幸な現象を引き起こす要因ともなりやすい。

また,一方では現代の母親は,育児知識を親や親族からばかりでなく,新聞,雑誌類,専門書,テレビ,ラジオ,専門機関等からも得
ている(第2-5表)。

第2-5表 育児知識の入手先
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この傾向は,地域別にみると大都市居住者に強く,また若年層や高学歴者において強くなっている。また,医療機関や保健所,
福祉事務所などの行政機関の利用も2割前後となっており,特に高学歴者では高くなっている。

特に,母子健康手帳の交付や妊産婦や乳幼児の健康診査,母親学級や育児学級,児童相談所,家庭児童相談室等の行政サービス
は母親にとって育児知識の有力な源となっている。

また,近年ではこうした状況のもとでいわゆる育児書の発行が増加しており,全国出版協会出版科学研究所の調査によれ
ば,50年6月から51年5月にかけて162点,73万冊に及んでいるとされている。また母親の育児書の利用状況をみると,日本総
合愛育研究所の調査によれば,約7割の母親が育児書を持っており,特に高学歴者になるほどその比率が高まっている(第2-6
表)。また入手の方法や時期をみると,出産前に,自分から入手したものが多くなっている。育児書の評価については,ほとん
どの母親が有益であったとしており,その理由をみると,子供の発育状況のチェックや子供の病状のチェックに使うものが多
く,また,心配なときに読んで安心できたものとするのも多い。

第2-6表 育児書の利用状況
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総論
第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第1節  家庭,社会環境の変化と子供
2  家族構成の変化と子供の養育
(2)  現代のしつけとその問題点

世帯規模の縮小及び家族構成の変化は,子供の社会化にとっても大きな影響を与えている。

子供にとっては,祖父母との同居が減少したことや家族についての親の意識が変化したため,家庭内での生
活文化や伝統の継承が行われることが少なくなっており,また,少産により,きょうだいの数が減少した結
果,子供にとって

の最初の「社会」とも言えるきょうだいのなかで,生活体験を積むことが少なくなっている。

しかし,最も重要なことは,親子の関係が昔とは大きく変化するなかで多くの親がしつけについて困難を感
じるようになったことである。経済企画庁「家庭生活に関する調査」によれば,現代の夫婦の約7割が現在
の家庭生活に満足しており,また自分たちが子供のころの家庭と比べても現在の方が良いとするものが多
く,その内容についてみると夫婦の関係や家庭のまとまりについてに,今日の方が良いというものが多数を
占めている。しかし,子供のしつけについては「十分自信がある」及び「まあまあ自信がある」ものは約6
割となっているが,「今日と比べて昔の方がよく行われていた」とするものが「このごろの方がよく行わ
れている」とするものよりも多くなっており(第2-3図),41年に行われた同種の調査の結果よりもその傾向
が強くなっている。

このように夫婦を中心とする家族制度が既に社会的にも定着し,今日の家庭生活に対する評価も昔のそれ
をしのいでいる状況のもとで,家庭機能の一つの大きな要素である「しつけ」が大きな問題となっている
のである。

このような状況の背景にある現代の親子関係についてみると,その特徴として,父親の存在が希薄になると
ともに,他方では母親の存在が相対的に大きくなり母子の関係が特に緊密化したことがあげられる。

家庭において父親の存在が希薄化したことについては,例えば,父親の意識をみると前述の「家庭生活に関
する調査」においても,このごろの父親は家庭において父親としての責任を十分に果たしているとするも
のは全体の約3分の1でしかなく,親としての自信のなさがうかがえる。

第2-3図 子供のころの家庭生活と今日の家庭生活の比較
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(3) 育児書の評価(母親の年齢別)

また,子供の悩みの相談相手をみても父親の比重は極めて小さい(第2-4図)。

第2-4図 悩みの相談相手

これらの原因としては,戦後,「家」制度的な家族理念が衰退していくなかで,家父長の権威が衰えたこと,
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農業従業者,自営業者の減少と雇用者の増加のもとで,労働の場と生活の場が切り離され,子供が労働する父
親の姿を間近に見る機会が少なくなってしまい,労働を通して父親から学んでいくことが少なくなったこ
と等があげられる。特に父親が雇用者としての通勤時間が長くなると,子供との接触時間が少なくなった
り,また父親が家に居るときも,家庭に求めるのは安らぎであり,子供に対しては「優しい父」であろうとし
「厳しい父」にはなろうとしない傾向があると言われている。

このように家庭における父親の不在が進行するもとで,子供にとって母親の存在が相対的に大きなものと
なってきている。我が国においては母子の関係が情緒的に極めて緊密であり,また育児を直接担当するの
は母親であるといった伝統が現在でも生きている。家庭電気製品の普及等により母親の家事労働が軽減
される一方で,子供の数が減少したことにより,一人一人の子供に十分な「手間」と「時間」を掛けて育て
ようとする傾向が強まっている。これらのもとで母子の関係は一層緊密なものとなり,子供にとって母親
の存在は,相対的に大きなものとなっている。

ここで注意しなければならないのは,母親の存在が父親の存在とのバランスを欠くほどに大きくなった場
合には,子供の発達上問題が生じやすいことである。例えば母親の子供観についてみると,「子供は自分の
生きがい」とするものが多数を占めている(第2-5図)。これは子供に対する母親の愛情の一つの表現とみ
られるが,これがバランスを欠くと子供は母親にとって,一つの自己実現の手段となるおそれがある。

第2-5図 妻の年齢別にみた子供についての意見

例えば,時間的,経済的な余裕を背景に子供に対して過剰に打ち込む結果,多くの期待と干渉が生じる。子供
の教育への異常な関心や受験競争へのかりたてなどの問題はこうした一例と考えられる。

また,親の子供に対する甘やかしや,子供の過保護あるいはいわゆる子供のペット化等もバランスを欠いた
愛情表現の一例とみられる。このようなバランスを欠いた愛情は子供の自立的発達を阻害することにな
りやすい。子供は両親の生活から男女の社会や家庭での役割を学び成長していくが,余りにも母親の存在
が大きな場合には,いつまでも母親から離れることができず,社会生活への自立が阻まれることになると言
われている。

前述の「家庭生活に関する調査」において父母の役割についての親の意識をみると「生活費をかせぐ」
のは父の役割であり,家事,家政は母の役割とするものが大宗を占めるが,「しつけ」については父の役割と
するものは3.2％に過ぎず,父母両方の役割とするものが37.6％,母親の役割とするものが53.0％と過半数を
占めており,「しつけ」における父親の役割が果たされていないことが分かる(第2-6図)。ただし,第2-7
表にみるように,多数の親は家庭における子供の教育について「子供の甘やかし過ぎ」や「母親にまか
せっぱなし」を気にしており,問題点は十分に認識しているようである。

第2-6図 夫婦の役割について
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第2-7表 子供のしつけについて気になること

このほかに,現代においてしつけを困難なものにしている要因としては,核家族化現象が進行するとともに
家族に関する意識が変化したことや,人々の生活様式や生活観が多様化したことにより,しつけを支えた価
値観が不確定なものになったことがあげられる。また過去の我が国でしつけにおいて大きな役割を果た
したと言われる地域の共同体の衰退等により家庭の負担が従前よりも大きくなったこともある。

また,これと関連して,現代の我が国のしつけはどちらかといえば家庭内の規範や規律の遵守に力点が置か
れており,社会的関心が薄いという問題がある。第2-7図にみられるように,我が国のしつけは,「老人や体
の不自由な人をいたわる」や「道路や公園をよごさないようにする」等の社会的な側面については,米国
と比較して非常に関心が少なくなっている。これは「家」という意識が濃厚であった時代には,「家の
恥」という意識や地域共同体の規制等によって保たれていた社会的な規範や規律が,その背景を失うこと
によって衰退したためだとも言われている。他人に対する思いやりや公共的なルールの遵守は,福祉の原
点であり,また,連帯感ある社会の基礎的要件である「しつけ」において,このような社会的側面がより強調
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される必要があるのではないだろうか。

第2-7図 お父さんやお母さんからよく注意されることがら

以上のような「しつけ」の困難さから逃避として,一方では「子供の放任」が行われるとともに,他方では
「しつけの委託」が発生している。最近親が学校や塾に対し,本来家庭で行われるべきしつけや基本的な
生活習慣の習得までも行ってくれることを期待する傾向があると言われている。

第2-8表のように学校がしつけをすることについて肯定的に答えたものは42.7％に及んでおり,否定的な答
えをしたものが47.5％とほぼ均衡している。また第2-9表のように子供にけいこごとを習わせた効用とし
て,人間形成面における効果をあげるものも多い。しかし,このようなしつけの委託は過去の我が国におい
て存在したような地域共同体ぐるみのしつけとは異なり,社会的連帯感に基づいて子供を養育していこう
とするものではない。また,その性格上,教え込んでいく側面が強く,子供が見よう見まねで無意識のうちに
体得していくものではないから,規範や規律の内面化が十分でないおそれもある。このように今日のしつ
けは相当の困難に直面しつつあるが,夫婦を中心とした新しい家族理念が定着しつつある現在,これに応じ
た固有のしつけの在り方が見出されてもしかるべきなのではないだろうか。その際重要なことは,第一に
「子は親の鏡」という言葉によって示されるように子供が見習って成長すべきモデルを親たちが確立し
ていくことである。また,子供の養育に関して社会的連帯を育てていくことである。家庭におけるしつけ
は,しつけの一部分でしかない。むしろしつけが子供の社会化のための教化の過程である以上,家庭でのし
つけには本来限度がある。地域社会の連帯の上に立って,他人の子供に対する無視でもしつ責でもない,大
いなる愛情をもったしつけが望まれるのではないだろうか。

第2-8表 学校における「しつけ」について
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第2-9表 けいこごとのプラス面
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総論
第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第1節  家庭,社会環境の変化と子供
3  家計にとって大きい子供の養育費負担
(1)  ライフステージ別の教育費

子供の養育費は家計にとって大きな負担となっている。特に子供が成長するに従って食費や教育費の増
加を中心に,養育費は増加し,子供が大学に通うころには最大になるとみられる。

49年の「全国消費実態調査」によって,子供の成長段階別の家計の収支構造についてみる(第2-10表 )。

第2-10表 ライフステージ別の家計収支の動向
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まず,家計の実収入は子供の成長に伴って,すなわち親の年齢が高まるにつれて増加しており,2歳以下の子
供を1人しか持たない家計の収入に対して,子供が2人いて上の子供は大学生である家計の収入は約1.6倍と
なっている。

なお,妻の収入についてみると,子供が成長するにつれて増加しているが,これは子供に手が掛からなくなる
につれて妻が働きに出やすくなることや,後に述べる住宅購入やローン返済のための共かせぎが増加する
ためと考えられる。

次に消費支出をみると,大学生を頭に2人の子供を抱える家計は2歳以下の幼児を1人抱える家計の約1.7倍
の消費支出となっている。また消費性向は2歳以下の幼児が1人の家計では91.1％であるが,小学校に入学
前の幼児2人を抱える家計では92.3％に上昇し,長子が小学生,中学生,高校生の段階では90％を下回ってい
るが,長子が大学生になった段階では98.5％まで上昇している。この時期では平均的にみると長子が大学
生であれば,次子は高校生であるか,大学に入ったばかりであり,教育費等の負担がかさむため親としては最
も苦しい時期に当たっている。

次に消費支出の内訳についてみる。食料費は,子供の成長段階が上るにつれて一貫して増大しているが,エ
ンゲル係数をみると,長子が小学生,中学生の時期には食べ盛りの子供を二人抱えることになるため,約36％
とピークに達しており,その後は食料費支出は増加しているものの,消費支出全体の伸びよりは伸び率が小
さいため,エンゲル係数は低下している。また住居費(住宅ローン返済額は含まず)は子供が小さいころは
親が若いため持ち家率も低く,家賃等がかさむため,他のライフステージの世帯よりも,絶対的にも相対的に
も大きな負担となっているが,親の年齢が上り持ち家率が上昇するに従って住居費負担も低下している。
光熱費,被服費はほぼ消費支出全体動きと並行して推移している。雑費についてみると,長子が中学生の時
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期までは消費支出全体とほぼ同様の動きをしているが,長子が高校や大学に進む段階では,教育費やこづか
い等が急激に増加するため,消費支出に占める割合も増加し,特に長子が大学生の時期には50.2％と消費支
出全体の約半分を占めるに至っている。特に教育関係費は長子が大学生になる時期には,小学生の時期の
約4倍もの負担となり,消費支出に占める割合も小学生の時期4.8％から12.8％まで上昇している。
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総論
第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第1節  家庭,社会環境の変化と子供
3  家計にとって大きい子供の養育費負担
(2)  親の負担する教育費

近年,高等教育への進学率が高まったこと,それに伴い進学競争の激化に対応して子供を塾等へ通わすこと
が多くなったこと等により,家計が負担する教育費は年々増加している。家計調査によれば,勤労者世帯の
53年の教育関係費は45年に比べて2.96倍にも増加しており,消費支出のなかに占める教育関係費の比率も
5.0％から5.8％へと上昇している(第2-11表)。またこのほかに習字やピアノといったけいこごとへの支出
も大きく増加している。52年の文部省「父兄が支出した教育費調査」によって具体的に家計が子供1人当
たりに対して支出した教育費についてみると,52年度において,小学生で98,802円,中学生(公立)110,019円,
高校生(公立,全日制)163,620円となっている(第2-8図)。

第2-11表 教育関係費の支出の推移

第2-8図 父兄が支出した教育費
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更に内訳についてみると,小学生では,学校教育費(教科の学習に直接必要とする費用や修学旅行,遠足等の
費用まで含めて,子供を学校に通わせるのに必要な費用,ただし給食費を除く。)は全体の41.7％であり,残
りの58.3％は家庭教育費(子供を学習塾やけいこごとに通わせる費用)となっている。中学生では,学校教
育費は62.8％,家庭教育費は37.2％,高校生では同じく83.2％と18.2％になっている。

更に家庭教育費について詳しくみると,51年度文部省「児童生徒の学校外学習活動に関する実態調査」に
よると,学習塾や家庭教師についているものは小学生で13.2％,中学生では42.3％であり,またけいこごとを
習っているものは,小学生で62.8％,中学生では25.1％となっている(第2-12表)。そして,その際に支払われ
る月謝は51年当時で,学習塾では小学生5,500円,中学生5,200円,けいこごとでは,小学生3,300円,中学生
3,100円となっている。

第2-12表 学習塾やけいこごとを習っている者の比率

では,子供1人を幼稚園から大学を卒業させるまでにどれだけの費用が掛かるのであろうか。第2-13表 に
みるように,すべて国,公立の教育機関に通う場合でも,51年価格でみて,305.2万円必要であり,大学について
は下宿させて私立大学に通わせた場合には,更に約200万円必要であるという試算結果が得られている。
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第2-13表 大学を出るまでに掛かる教育費

このような教育費の負担に対して親はどう感じているかについてみると,第2-9図に示したように,主婦の
30.9％が教育費について負担感を訴えており,特に負担が高まる40歳台ではこの比率は36.0％に増加して
いる。また子供数が増加するにつれて負担感は高まっている。月収との関係では,教育費の占める割合が1
割未満のときには,負担感を訴えるものは全体の5.3％に過ぎないが,教育費の負担率が月収の2割を超える
と過半数のものが負担感を訴えている。

このような教育費の負担に対して,子供が生まれる以前から親たちの関心が始まっていることは出生に関
する意識の項において述べたところであるが,具体的な教育費の準備をいっから行ったかについてみると,
子供が生まれたときに開始したものが全体の約4分の1であり,中学校に入るまでに84.6％のものが開始し
ている(第2-10図)。

第2-9図 教育費についての感想
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第2-10図 教育資金の準備開始の時期
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総論
第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第1節  家庭,社会環境の変化と子供
4  子供と住宅
(1)  子供と住宅環境

子供と住宅問題との関係は,子供が生まれる以前に既に始まっている。45年度人口動態社会経済面調査に
よれば,既に二子を得ている夫婦について第3子を生むか否かを調査したところ,居住室が3室以下の世帯の
夫の過半数が第3子の出産を望んでいない。またこれを住宅の種類別にみると「公営・公社・公団の賃貸
住宅」や「借家・民営の賃貸アパート」に居住する世帯で出産を望まないものの比率が持家世帯と比べ
て相対的に高く,その理由をみると,2室以下の世帯では「収入が少ない」,「子供に手をかけたい」と並ん
で「住宅が狭い」ことをあげる比率が高い(第2-14表)。

第2-14表 住宅の種類と室数別にみた出産を希望しない理由別割合

更に,民間アパートの一部では,悪い住宅事情のために,子供を生むため他の住宅に移らねばならないという
状況もみられる。

子供が成長するに従って狭小住宅においてはますます深刻になる。

48年の住宅統計調査によれば,食寝分離ができていない世帯は,全国で24.1％であり(第2-15表 ),人口集中地
区では33.3％に及んでいる。居住形態別にみると持家世帯では,食寝分離が進んでいるが,借家世帯では,特
に民間アパートを中心にかなり不十分な状況となっている。
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第2-15表 居住室の使用状況について

次に,就寝分離についてみると,6歳以上の子供のいる核家族世帯では,個々の子供に個室を与えることので
きる世帯(家族の就寝分離が可能)は,普通世帯平均で72.5％であり,持家世帯では83.6％であるが,借家世帯
では44.3％でしかない(第2-16表)。

また,夫婦が独立した寝室をもたない世帯が民営借家(設備専用)では28.8％,民営借家(設備共用)では48.8％
ある。したがって,子供が中学生以上になれば男女別に寝室を与えなければならないが,持家世帯はともか
く,民間アパートでは困難な状況になっている。

第2-16表 居住室の使用状況について

このように子供を取り巻く居住環境は,特に民間アパートを中心とした借家世帯では満足できる状況には
ないと言える。

居住室数が1室ないし2室の住宅において子供を育てる場合には,1～2歳児期の運動不足や室内での事故等
の問題が指摘されており,また,子供と大人の生活が分離できないため,夜ふかし,テレビの見過ぎ,勉強時間
の分断等子供の生活が乱されることが多いと言われている。
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総論
第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第1節  家庭,社会環境の変化と子供
4  子供と住宅
(2)  高い持家志向と住宅ローン

大都市周辺での土地供給の減少,地価の高騰,建材価格の上昇等,最近の持家取得を取り巻く状況はますます
厳しいものになりつつあるが,持家志向には根強いものがある。

特に借家世帯についてみると,内閣総理大臣官房広報室「大都市地域における住宅,地価に関する世論調
査」(52年10月)によれば,何らかの形で持家取得の計画をもつものが全体の44.2％を占めており,また,この
うち一戸建を考えているものは33.3％となっている。また,計画をもたないものにおいても,その過半数は
現在の住宅に不満をもっているものの,経済的理由によって計画がたてられないとしている。

また,持家取得の理由についてみると,国民生活センター「大都市周辺部における住宅取得」(54年3月)に
よれば,家賃の負担や所得・物価の上昇を考えてといった経済性の観点や居住性向上の観点と並んで,「家
は家族のよりどころである」といった情緒的要因が大きな理由となっている。

こうした持家志向の背景には,前述のように子供が成長したときに民間アパートを中心とした借家では十
分な居住環境を確保することが困難なものが多いことも影響していると考えられる。

53年住宅需要実態調査結果報告(第2-17表)によってみても,子供の年齢が上るにつれて,持家に住むものの
比率が急速に高まっており,逆に民間アパート(設備専用)等の比率が低下している。

第2-17表 ライフステージ別にみた居住形態
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また,持家取得についてみると,住宅ローンを返済中の世帯は,53年で勤労者世帯の22.0％を占めており,40
歳台についてみると27.3％になっている。また,住宅ローンの月々の返済金が月収に占める割合は住宅
ローン返済中の勤労者の平均で11.3％であり,また世帯主の年齢が若いほど高くなっている。

このような住宅ローンの返済を行うために,家計では妻が働きに出ること等により収入の増加を図るとと
もに,消費性向を一般の世帯よりも低く抑えるなどしており,特に40歳台の世帯の場合には,子供の教育費が
最も増大する時期と重なるため,家計にとってはかなりの負担となっている。
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総論
第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第1節  家庭,社会環境の変化と子供
5  子供の生活時間
(1)  長くなった子供の時代

子供が子供である時期は過去と比べて格段に長くなっている。その第一は,教育期間が長くなったことである。

30年において同世代の人口のうち中学卒業とともに社会人となったものは48.5％,高校卒業とともに社会人となったものは
41.4％いた.その後進学率が高まるにつれて,年若くして社会人となる率は急激に減少し,53年には中学卒業後社会に出たと
考えられるのは同世代のわずか6.5％でしかない。このように社会人となる以前の猶予期間は格段に長くなっている。ま
た,53年3月の「日米小学生調査」によれば,我が国の大半の親は子供の「就職」,「結婚」,「20歳到達」をもって,大人への
到達と考えており,諸外国に比べても,子供として取り扱われる期間は長いものとなっている。

第二は,子供が労働から解放されていることである。NHKの「国民生活時間調査」(第2-18表)でみると,児童の「仕事」や
「家事」の時間は,「学業」や「自由」の時間に比べて極めて少ない。農業や自営業の比率が低下し,また家族規模の縮小,
家事の合理化が進んだため,子供は労働力として期待されることが少なくなっており(第2-11図),進学競争のもとで,子供は
勉強さえしておればよいという親も多くなったと言われている。

第2-18表 子供の生活時間
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5  子供の生活時間
(2)  子供の生活時間

では,子供たちは長くなった子供の時代をどのように過ごしているのだろうか。NHKの「国民生活時間調
査」( 第2-18表)によれば,小学生(5,6年生)の睡眠,食事等の必需時間は平日で11時間45分,学業や家事等の
拘束時間は,8時間13分,自由時間は4時間28分となっている。

また,中学生では,必需時間は10時間8分,拘束時間10時間54分,自由時間3時間53分となっている。

子供の生活時間で特徴的なことは,生活がよいっぱりの朝寝型へと変化してきたことである。小学生につ
いて,その起床時間をみると,40年には,平日で朝6時には20.7％のものが起きていたが,50年には13.2％に減
少している。また,40年には,夜の9時に51.2％のものが床に就いていたのに対して,50年には,38.3％になっ
ている。中学生においても同様の傾向が示されている。これは,大人の生活時間がよいっぱりの朝寝型に
なっていることに多分に影響されており,更に勉強とテレビが原因となっている。特に中学生の場合には,
「課外活動,自宅学習」の時間が40年には1時間40分であったのが,50年には3時間33分となっており,この
ため睡眠時間は,40年の8時間37分から,50年には7時間47分にまで減少してきており,これが登校ぎりぎり
まで寝ていたいという子供たちを生んでいると思われる。この結果,朝食を食べずに学校に出てくる者も
増えており(第2-19表),睡眠不足とともに,子供の健康管理上問

第2-11図子供の家庭内での仕事
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第2-19表 朝食の欠食状況(学年別)
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第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第1節  家庭,社会環境の変化と子供
6  子供と遊び
(1)  子供と自由時間

また,子供たちは昔の子供と比べてより豊富な自由時間を持っているはずであり,NHKの「国民生活時間調
査」によれば,小学生(5,6年生)の自由時間は平日4時間28分,土曜日6時間33分,日曜日9時間7分となってい
る(第2-18表)。

ところが,現代の親からみると第2-12図のように,子供はテレビばかり見ており,戸外で遊ぶことが少ないの
である。NHKの同調査をみると,前記自由時間のうち,「スポーツ」や「子供の遊び」の時間は小学生につ
いては,平日で1時間10分,日曜日は2時間35分であるのに対して,テレビの時間は,平日では2時間20分,日曜
日は3時間39分となっており,「スポーツ」や「子供の遊び」の時間を大きく上回っている。

第2-12図 大人の目からみた現代の子供の遊び

また,小学生の遊びの場所をみると,第2-20表のように,自分の家や友だちの家などの屋内で遊ぶことが多
く,家の近所を別とすれば,昔のように原っぱや公園等の戸外で遊ぶことが少ない。更に,友だちについてみ
ると,そのほとんどが学校での同級関係によって得られた友だちであり,地域や学外でのクラブ活動での友
だちや,年齢を異にする友だちは少ない(第2-13図)。その結果,いわゆる「ガキ大将」を中心とした「遊び
仲間」がなくなったと言われている。
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第2-20表 子供の遊び場

第2-13図 友だちはどこで得るか(小・中学生)

このような現象の原因として,次のようなことが考えられる。第一は,急激な都市化は,十分な都市公園等の
オープンスペースの整備を伴わないままに空地や原っぱ等の子供の遊び場をつぶし,また,自動車の増加は,
それまで子供たちにとって格好の遊び場であった道路を危険なものにしてしまった。第二にテレビその
ものが,子供にとって,何ものにもかえがたい魅力を持つものであったことである。前後に述べるような理
由により子供たちが遊びにくくなっている以上,子供をテレビから切り離すことはなかなかできないので
はないだろうか。

第三は,小学生においても,塾や自宅での勉強,けいこごとに要する時間が多くなり,また,そのため各々の子
供の遊び時間が食い違うため,子供たちは遊び仲間を得にくくなっている。第2-14図のように,45年と50年
を比較しても,土曜日の午後においては,子供たちが同一時間帯に遊ぶ割合がかなり低下しており,また,平
日の3時～4時半ごろの時間帯でも同様の傾向がみられる。一方,課外活動,自宅での学習(塾での勉強も含
む)を行っている者の割合は放課後夕食直前まで高い比率を保っている。これをみても子供は外に出ても,
遊び仲間を得ることはなかなか困難になってきていることが想像される。このため子供たちは自由時間
でも少人数の遊びで満足するか,テレビを見るか,本を読むといった形で過ごさざるを得ず,むしろ塾やけい
こごとを習いに行った方が友人と接することができるというものもいると言われている。しかし,だから
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といって子供たちが遊びをあきらめている訳ではない。第2-14図にみるように,平日,土曜日とも朝8時～9
時直前までの間に遊ぶ者の比率が高くなっており,これは仲間の集まりやすい始業前の校庭で遊ぶものが
増えているためである。また日曜日に遊ぶものの比率も高くなっている。このように子供たちは限られ
た時間帯の中に集中的に遊ぶことによって,日ごろの埋め合わせをしているようだ。

第2-14図 子供の遊び時間の分布(小学生(5,6年生))

第四に,60年代を通じた激しい人口移動と急速な都市化現象,雇用者化の進展等に伴って地域社会における
人間関係が弱体化してしまったことがある。親たちの近隣関係が弱体化するに伴って子供たちの地域に
根ざした仲間づくりも衰退し,保育所や幼稚園における仲間づくり,学校での友だちづくりが,これに代わる
ものとなってきた。

このように,年齢の異なる子供たちが一緒に遊ばなくなったことにより,家族内でのきようだいの減少とも
あいまって,子供社会におけるタテ型の関係のなかで,子供が社会的経験を積む機会が少なくなっている。

なお,問題と思われるのは,小学生の高学年になるほど,自分でもそれほど遊んでいないと思う子供が増加
し,あまり遊ばない理由として,塾やけいこごとのため,というもの以上に,遊ぶ気がしないからというもの
がいることである(第2-15図,第2-21表)。

このように自由な時間をテレビや漫画で過ごす子供が増加した背景にはこのような子供の無気力化とも
言える意識の変化があるのではないだろうか。

第2-15図 小学生の遊びについての意識
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第2-21表 「あまり遊ばないほうだ」と答えた理由
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(2)  子供の遊びの変化

第2-22表によって29年と50年とで,子供の遊びの変化をみると,1)最近では戸外の遊びが減少して,室内で
過ごすことが多くなっており,その内容もテレビ,読書,漫画等本来「遊び」とは言えないことで時間を過ご
している。2)また,子供の社会の中で受け継がれてきた伝統的な遊びが減少しており,遊びのバラエティー
が減少するとともに,種目がスポーツ的なものに傾いているようである。子供が望む遊び場についてみて
も,スポーツ的な遊びへの志向が如実にうかがえる(第2-16図)。

このようなスポーツ的な遊びが遊びの大宗を占めるに至った要因としてはスポーツ的な遊びそのものの
おもしろさのほかに,子供の遊び仲間が同一年齢層に限られるようになった結果,体力的,技能的にほぼ同一
水準の者がそろうことになり,スポーツ的な遊びがやりやすくなったという事情もある。

第2-22表 ふだんの遊び
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第2-16図 つくってもらいたい遊び場や,スポーツ・娯楽施設
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また最近ではスポーツクラブ等による本格的なスポーツも盛んであり,子供たちにとって心身を鍛える場
を提供している点では,非常に好ましいことである。

ただし,試合中心のチームは,かつての遊び仲間のように,年齢,体力の異なる多様な子供たちからなる集団
づくりとはなじまない点が多いこと,また,ややもすれば試合中心主義に陥る傾向がある点は注意する必要
がある。
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(3)  子供とテレビ

テレビを見る時間は,NHKの国民生活時間調査(50年)によれば(第2-18表),小学生では前述のように,平日2
時間20分,日曜日3時間39分,中学生,高校生では平日2時間程度,日曜日4時間弱である。これらを40年及び
45年と比べてみるとテレビを見る時間の長さは必ずしも増えておらず,テレビが子供の生活に一定の水準
で定着していることが示されている(第2-23表)。

専用のテレビを持っているのは東京の小学生で22%,中学生で33%であるが,専用のテレビを持っている者
の方が平均視聴時間がいくらか長い。また,母親の視聴時間が多いほどその子供の視聴時間が多くなる傾
向がある(NHK「子供の生活とテレビ調査」52年)。

テレビ番組で人気があるのは,アニメーションで,特に小学生では80%前後の者がアニメーション番組が好
きだとしており,小学生に最も好まれているテレビ番組10本のうち,男子で8本,女子で7本をアニメーショ
ン番組が占めている(NNS協議会「マンガとアニメション番組」)。

第2-23表 テレビ視聴時間の推移

テレビが子供に与える悪い影響については,小学生の母親は,中学生の母親より強く心配しているが,実際に
良い影響を与える方が多いか,悪い影響を与える方が多いかについては,4分の3以上の母親がどちらとも言
えないとしている。

テレビは大人の場合と同様,子供の楽しみのなかで,大きな位置を占めており,その教育的情報伝達的効果も
相当なものがある。他方,番組のなかには,子供の健全育成の面から問題のあるものもまま見受けられると
ころである。

子供の生活時間においてテレビを見る時間の割合が無視できない水準となっている現状から,その影響に
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ついて,例えば,テレビの見過ぎと眼の健康などの健康問題,凶悪場面の多いドラマなどの子供たちへの精神
面への影響等,更に多角的な研究がなされ,適切な対処方針の確立が望まれる。また,夫婦,親子の対話が少
ないと言われる日本の現実から,例えば,一家そろっての食事の時間には,テレビを消して家族による会話を
楽しむとか,子供の見るテレビ番組については,親も関心を持って相談して決めるなどのテレビ対策も各家
庭で考えられるべきであろう。
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(4)  子供と読書

子供の1か月平均読書冊数(漫画,雑誌を除く)は,第2-17図のとおりで,学年が高くなるほど,読書量が少なく
なる傾向がある。特に高校生男子で56.1%,中学生男子で42.9%が1冊も読んでいないのが注目される(第2-
24表)。もっとも,42年と比較しても,平均の読書量では 第2-25表のとおりで,それほど大きな変化はない。
また,書籍,雑誌を読む時間も,NHK「国民生活時間調査」でみると,40年,45年,50年とも1日20分前後で,横ば
い状態である。

読まれている本の種類については,推理・探偵小説,伝記,いわゆる名作ものが多いが,テレビ化,映画化され
た作品の原作が相当読まれていることが注目される。もっとも,このような傾向は,決して子供たちの間の
みにみられるわけでなく,大人の読書傾向と軌を一にしていることに注意する必要があろう。

子供が1か月に読む雑誌の量は,平均して小学生6.5冊,中学生9.3冊である。種類別にみると最も多いのが,
いわゆる漫画雑誌(特に週刊誌)で,各学年の男女ともよく読まれている雑誌10種のうち5～6種を占めてい
る。

第2-17図 1か月に読んだ本(漫画,雑誌を除く)の平均冊数

第2-24表 1か月に読んだ本の冊数
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第2-25表 1か月の平均読書量の年次比較

ちなみに,いわゆる少年週刊誌発行以前の31年の調査では,月間の雑誌読書数は,中学生男子2.1冊,女子1.7冊
で,週刊誌の影響の大きさが知られる。漫画週刊誌は,小学生,中学生の男女とも約3分の2が読んでおり,そ
の約半数は3種類以上読んでいるが,むしろ「マンガブーム」と言われながらも,小学生,中学生とも,漫画週
刊誌を1種類も読まない者が約3分の1いることが注目に値しよう(第2-26表)。漫画雑誌のほかにはいわゆ
る学習雑誌,芸能雑誌が広く読まれている。

第2-26表 1か月に読む少年少女向け漫画週刊誌の種類数
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(1)  子供の勉強時間

NHKの「国民生活時間調査」をみると,課外活動・自宅の学習の時間は,中学生では平日で3時間33分,日曜
日3時間24分,高校生で平日3時間9分,日曜日3時間49分となっている(第2-18表)。また,10年前に比べると,
中学生では平日で1時間43分(日曜日,1時間30分)高校生は平日,1時間42分(日曜日42分)の増加となってい
る。

ただし,この調査では,課外活動と自宅の学習の内訳が示されておらず,曜日や時間帯によっては,必ずしも
この結果が勉強の時間のみを表現しているものではないことに留意する必要がある。また,睡眠時間は,10
年前と比べて中学生で50分の減(平日),高校生で41分の減(平日)となっており,勉強時間の増加が睡眠時間
の短縮にある程度影響しているようである。

課外活動・自宅の学習の時間の分布をみても,中学生で平日に課外活動も塾や自宅等での勉強も行わな
かったものは,全体のわずか2.3%であり,逆に4時間以上行っているものが34.9%もいる。また,6時間以上
のものも,平日で9.0%,日曜日では16.6%となっている。同様に,高校生では課外活動・自宅の学習の時間が
平日で4時間以上のものが32.1%,6時間以上のものが平日12.8%,日曜日23.0%となっている。ただし,課外
活動・自宅の学習をしなかったものが平日で12.5%,日曜日21.8%と中学生よりも高い比率になっている
のが注目される。上記のような,長時間勉強は,深夜の勉強の原因となり,第2-18図のとおり,高校生のみな
らず中学生においても深夜のどの時間帯をみてもだれかが起きて勉強しているという状態となってい
る。そしてそのためには,下校後一時睡眠をとって深夜に起きるという生活を送っているものもある。

第2-18図 中学生,高校生の勉強時間の分布

このように,中学生,高校生の生活に占める学業時間の比重は大きく,この結果,その生活の内容はかなり片
寄ったものとなっている。睡眠時間が圧迫されていることは前に述べたとおりである。また自由時間に
ついてみると,活発なスポーツや遊びも平日ではほとんど行っていないし,本を読む時間もわずかである。
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ただ乏しい自由時間の大半はテレビを見ることに費やされている。
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(2)  子供の進学問題

学校教育は個人の潜在的能力を開発し,また,その社会化を達成することにその役割があるが,社会全体から
みると,新しい社会構成員を養成し,社会の需要に応じて配分する機能を有している。特に我が国では,明治
以来「立身出世機会の教育による均等化」が,かなりの現実性を保ち続けたため,国民の間に,上級の学校を
出れば,上層の労働市場に参入することができ,より良い経済的社会的地位を得ることができるという期待
が普遍的なものとなって定着している。戦後の高度経済成長の過程で,高校,大学等への進学率は急激な上
昇をみた。この結果,54年においては高校への進学率は94.0%,短大,大学等の高等教育への進学率は37.9%
であり,このうち男子は42.6%,女子は33.1%となっている(第2-27表)。このような進学率の上昇の結果,国
民の学歴構成は,若い世代になるほど,後期中等教育以上の教育を受けた者の割合が高くなっており,子供に
対してより高い程度の教育を受けさせたいという意識も強くなっている。

第2-27表 進学率の推移

ちなみに,現在学校に通っている子供を持っている人々の学歴構成をみると,小学校高学年の子供を持つ世
代では,高校以上の学歴を持つものは50%強であり,このうち,高等教育学歴のものが父親で2割弱程度,母親
で1割弱程度となっている。

しかし,このように高学歴化を支えた高学歴のメリットも最近では縮小してきていると言われる。例えば,
大卒の増加に伴って学歴間賃金格差が縮小してきたこと,経済の安定成長下で,企業活動の拡大テンポも鈍
化し,企業内での管理職の数もさほど増えなくなってきたため,大卒者であっても必ずしも将来管理職にな
れるとは限らなくなったこと,等である。しかし,大卒者が増加したことにより,「少なくとも大学までは」
とか「できるだけ,いい大学へ」といった形での進学熱が根強い。

「学歴」の効用については,親の8割のものが肯定的であり(第2-28表),「子供が将来競争社会を生きていく
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ためには多少無理しても一流校に進学させるのが親の愛情だ」という考えに対しても,4割近いものが肯定
的であり,積極的に否定したものは一割程度しかない。

第2-28表 子供の進学について

その結果,例えば,内閣総理大臣官房広報室が20歳以上の国民を対象として行った世論調査によれば,子供に
受けさせたい教育程度について,男の子供については約60%が高専,短大以上の高等教育を受けさせたいと
考えており,また,女の子供についても43%となっており,親は現状の教育については疑問を感じつつ,子供
に対して,なるべく高度の学歴を付けさせたいと願っている(第2-19図)。

第2-19図 子供に受けさせたい教育程度

近年のように,多くの子供たちがより高い水準の教育を享受できるようになったこと自体は好ましいこと
であるが,それに伴う問題も生じている。例えば,近年において進学率が高まった結果,多くの子供たちが進
学競争に巻き込まれており,学校の勉強についていけない生徒の問題も生じている。

このような,学業不振生徒の問題が一般的に取り上げられはじめたことは,生徒個々人の可能性の発展を保
障するという意味からは,有意義ではあるが,他方,生徒個々人の可能性について,多面的な見方が行われず,
学業成績という基準によってのみ,判断されがちな社会的風潮については反省される必要がある。子供た
ちの多様な可能性を無視したこのような一元的な見方は,子供たちにいたずらな劣等感を植えつけること
にもなり,極端な場合には,社会的問題児童をつくり出すことにもなりかねない。また,文部省の調査によれ
ば,塾に通っているものは小学生では全体の12%,中学生の38%となっており,小学生では高学年になるほど
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この比率が高まっているが,中学生では各学年ともほぼ38%前後となっている。また男女別にみると男子
の方が女子よりも塾に通う比率が高い。塾で学習する課目は,小学生で平均2.3教科,中学生では平均2.0教
科となっており,小学生では算数,国語が中心であり,中学生では英語,数学が中心となっている。また,週当
たりの平均通塾日数は,小・中学生とも2.4日となっており平日に通うものが多い。

塾へ通わせる理由としては,51年の文部省の調査によれば「子供が希望するから」(51.1%),「学校で習う
ことが難しくて家庭では教えられないから」(36.9%),「自分1人では勉強しようとしないから」(32.3%),
「学校の勉強だけでは将来進ませたい学校に入学できそうもないから」(27.4%),「塾では勉強に興味や関
心をもたせながら教えてくれると思うから」(25.4%),「友だちが通っているから」(204%)等が比較的高
い割合を占めている(第2-20図)。また,子供の年齢別にみると「子供が希望するから」という理由は,いず
れの年齢層でも最も多いが,「学校で習うことが難しくて家庭では教えられないから」や「学校の勉強だ
けでは将来進ませたい学校に入学できそうもないから」という理由は,子供の学年段階が高まるにつれて
多くなってくる。

第2-20図 学習塾へ通わせている理由,通わせていない理由

また,子供を塾に通わせていない親は,その理由として「学校の勉強で十分である」(48.6%),「のびのびと
遊ばせておきたい」(48.3%),「近所に適当な塾がない」(28.2%)等をあげている。

子供を塾に通わせることについての得失についてみると,多くの親が勉強面での効果を認めているが,「一
定時間勉強しているという安心感がもてる」や「親が勉強を見てやらなくてもすむ」といった親の安心
感や気安めもみられる(第2-21図)。また,子供に時間的余裕がなくなったことについては,約半数の親が認
めており,この点については,子供の遊び時間のところで詳しく述べたように子供の自由時間を絶対的に減
少させ,また共通の遊び時間をなくすることによって子供から「遊び」を奪うことになっており,子供の成
長にとって大きな問題となっている。

第2-21図 塾のプラス面
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以上,子供と勉強について述べたが,特に小学校高学年から中学生,高校生の生活においては,勉強がかなり
の比重を占めているようである。そして進学競争のなかで,勉強するために睡眠時間が短くなったり,また
遊んだり,本を読んだり,家事を手伝ったりすることが少なくなるなどの傾向を生じている。また,その悩み
についてみると,第2-22図のように勉強や進学のことが中心となっている。

第2-22図 子供の悩みや心配ごと
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教育は,子供の潜在的な能力を開発し社会化を達成させるべきものであるが,現状のような進学競争のなか
では,子供たちの生活に対する負担は余りにも大きなものがある。

このような不自然な生活の反動は大学生の生活に明瞭に表われている。大学生の生活時間をみると,大学
生の学業の時間は平日で平均5時間7分,このうち課外活動や自宅での学習は2時間1分であり,このほかの読
書の時間を合わせても高校生や中学生の学業時間をはるかに下回っている。

また,平日において課外活動や自宅での学習を全く行わないものが全体の28.6%もあり,本を読まなかった
ものが52.7%もいる。このような者たちは進学競争のなかで知的な好奇心を磨耗してしまったのであろう
か。

昨今,このような進学競争については,親,教師等からの反省が行われており,若い世代のなかには学歴にこ
だわらない新しい考え方をもつものも出てきているようである。

大人たちもこのような新しい動きが意味するところを真剣に受けとめて学業成績中心の価値観を転換さ
せる必要にせまられているのである。また子供たちが多様な可能性を伸ばすことのできるよう,条件を整
備することが必要であるが,そのなかでも,特にまとまった自由時間の確保が重要である。

現在のように勉強によって分断された自由時間では,たとえその量が確保されても,遊び仲間を形成して遊
ぶことは困難であり,またスポーツをしたり,社会活動に参加したりする機会も自から制限される。その意
味でも子供たちの生活を豊かなものにしていくためには,例えば,下校後の「白紙の時間」の確保といった
ものが,重要な条件の一つと考えられるのである。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和54年版）



  

総論
第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第1節  家庭,社会環境の変化と子供
8  子供と自然環境,公害
(1)  子供と自然環境

良質の自然環境は人々の生活にとって,美しさ,うるおい,ゆとり,静けさ等の質的な快適さを保つうえで重
要な要素をなすが,特に子供にとって自然との接触は,心身の健全な発達や自発性,創造性を養ううえで極め
て重要である。

しかしながら,戦後の急速な都市化のもとで,市街地のスプロール的拡大や都市周辺での工場立地が進行し
た結果,都市及び都市周辺での自然環境の変ぼうは著しい。

例えば,東京においては,市街地が急増した結果,昭和7年には区部面積の53%を占めていた緑地が,47年には
13%にまで減少してきている(第2-23図)。

第2-23図 東京都区部の緑地減少状況

また,都市公園の整備状況をみると,52年度の全国平均でも1人当たり3.6m2と,欧米諸国の水準にははるか
に及ばないものとなっており,特に,東京,川崎,横浜,京都,大阪等では全国水準をも下回った状況にある(第2-
29表)。
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このほか,かつては子供の遊び場であった都市内の中小河川も流域人口の増加等による水質悪化や暗渠化
等により,もはや川遊びができなくなっているところが多く,海岸も埋め立てや汚染によって同様の状況に
ある。

子供自体についてみても,人口の都市集中により都市の中で生まれ育ち自然と触れ合う機会もあまりもた
ない者が増加している。

このような状況の中で,国民の間に近年快適な環境に対する関心が高まっており,特に「野外活動」への関
心も広まりつつある。

子供たちの間でも,例えば自然との触れ合いを題材とした漫画が人気を呼ぶなど自然への新しい形での要
求も増加している。また,子供が住宅外で過ごす自由時間も10歳以上では今後増加すると予測されており
(第2-30表),週休二日制,夏季等の長期休暇の普及による親の自由時間の増加とあいまって,子供が親しめる
自然へのニーズはますます増大するものと思われる。

子供が豊かな自然を享受することができるようにするためには,都市そのものの中における緑の創出や保
全を図るとともに,子供が積極的に自然に親しんでいくことができるよう自然の保全を図りつつ,その利用
施設の整備を推進する必要がある。

前者については,都市公園の整備,都市緑地の保全等が行われ,後者については,国立公園,国定公園,都道府県
立自然公園の利用施設,長距離自然歩道,少年自然の家,野外活動施設(グリーンスポーツ施設)等が整備され
ているほか,地域交流教育の実施,野鳥観察の指導等がなされているが,今後このような施策を一層拡充する
ことが期待される。
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第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第1節  家庭,社会環境の変化と子供
8  子供と自然環境,公害
(2)  子供と公害

産業活動の進展に伴い,環境汚染因子の発生も増大し,1960年代にはかなり深刻な事態もみられたが,特に
42年の「公害対策基本法」の制定以来積極的な公害防止対策が講じられた結果,現在では,大気汚染や水質
汚濁については第2-24図,第2-25図のとおり改善の傾向にあるが,一部の汚染因子についてはその改善状況
が必ずしも満足でないものもある。

第2-24図 主な大気汚染因子の推移
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第2-25図 有害物質による水質汚濁の改善状況

他方,近年,自動車,航空機等の騒音・振動,生活排水による河川・湖沼の汚染,一般廃棄物等の日常生活その
ものに起因する公害も大きな問題となりつつある。

身体的・精神的に成長期にある子供は,大人に比べ公害の影響を受けやすく,子供をこうした公害から守る
ため,大気汚染地域の小中学校の児童生徒を対象とした特別健康診断,学校の建物の公害防止事業等が実施
されているが,今後ともこれら施策を充実し,子供が心身ともに健やかに成長することのできる条件を確保
していく必要がある。
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第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第1節  家庭,社会環境の変化と子供
9  子供と社会参加

総理府青少年対策本部「家庭と青少年調査」によれば,我が国の青少年で地域の清掃や福祉等の活動に参
加した経験のあるものの比率は19.8%であり,米国の56.8%に比べるとかなり少ない(第2-26図)。

第2-26図 地域の清掃活動や人助け等の地域活動への参加の有無

子供たちの将来の暮らし方に対する希望をみても,第2-27図のように,「社会のためになるようなことをし
て暮らしたい」と答えたものは男子では14%,女子では10%であり,社会参加に対する関心はやや低いとみ
られる。

第2-27図 将来の暮らし方
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第2-29表 日本と欧米主要国等における公園現況

第2-30表 1人当たり住宅外の自由時間の変化
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このような状況の背景としては,一つには我が国では青少年の地域に対する関心がやや低いことがあげら
れるのではないだろうか。例えば,総理府青少年対策本部「世界青少年意識調査(第2回)」でみると,我が国
では「地域に愛着がある」者は全体の67%であり,各国と比べて低い水準にあり,無関心なものが16%と各
国に比べ際立つた高率になっている。また,二つには我が国の子供に対するしつけが,社会的な規範や規律
の遵守や社会への積極的な貢献等の面でやや弱いと思うことがあげられる。前掲「家庭と青少年調査」
においても,「老人や体の不自由な人へのいたわり」や「道路や公園をよごさないこと」等に対するしつ
けは米国に比べて格段に低い水準となっている(第2-7図)。

しかし,第2-26図によって,社会活動への参加の有無をみると「機会がないため」参加したことがないとす
るものが半数を占めており,今後子供たちに対する啓発や参加機会の提供を通じて,子供たちの社会活動へ
の参加意識も高まるものと見込まれる。

これに対しては,従来から各種の青少年を中心とした団体活動がボランティア活動をその団体活動の一つ
として行っているほか,52年からは都道府県・政令指定都市の社会福祉協議会が中心となって,小中学校及
び高等学校の学童・生徒を対象としたボランティア活動普及事業を実施しており,学童・児童の社会福祉
への理解と関心を高め,社会奉仕,社会連帯の精神を養うとともに,学童・生徒を通じて家庭及び地域社会の
啓発を図っている。
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以上みてきたように,子供を取り巻く家庭,社会環境は近年大きく変化してきた。すなわち,家庭において
は,核家族化と子供数の減少,これは親の関心を子供一人一人に集中させ,子供を大切にし過保護に育てる,
子供に対して親の影響(長所・短所)が単純で直接的な働き方をする。兄弟間の関係から得られていた社会
的勉強・経験の不足化,親の留守の機会が多くなり,子供が孤独に陥る機会の増加などの傾向を生んだ。ま
た,時間と金にゆとりを生じ,それを子供へ過剰に打ち込む傾向,親の子供に対する甘やかし,過剰な期待と
干渉,母親主導型父親従属型教育,子供のペット化,親子の情緒的結合の不足化などの傾向が言われている。

また,学歴社会の風潮のもとで親の価値観の単一化,教育への異常な関心,受験競争へのかり立てなどの問題
が指摘されている。

一方,社会環境は,経済の高度成長に伴って国民の生活が豊かになるとともに多様化し,物質ははん濫し,情
報過多,緊張と過当競争,社会連帯感の希薄化,孤独と疎外感の増加,規範意識の低下などが言われている。

こういう家庭,社会環境を反映して,社会病理現象とも言える子供をめぐるいろいろの社会問題が生じてき
ている。すなわち,非行,家出,自殺,登校拒否や家庭内暴力などのいわゆる情緒障害などである。 
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第2節  子供をめぐる非行等の問題行動
1  子供の非行
(1)  子供の非行の実態

まず,子供の非行の実態を,警察白書を中心にみてみたい。

53年に警察に補導された非行少年は,第2-31表のとおりであり,48年以降増加を続けている刑法犯少年の数
は,136,801人で前年より17,602人増となった。

第2-31表 非行少年の補導状況

戦後における刑法犯少年の推移を,人口比(同年齢層の人口1,000人当たりの補導人員)でみると( 第2-28
図),26年を中心とする第一の波,39年をピークとする第二の波,そして40年代半ばから始まる第三の波と三
つの波があるとされ,53年は,人口比13.6人となり,26年の12.1人,39年の12.0人を大きく上回って戦後最高
を記録し,第3の波のまさにピークに差し掛かっているとされている。

第2-28図 主要刑法犯少年等の人口比の年次推移
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次に,刑法犯少年の罪種別構成の年次推移を,人口比でみると第2-28図,第2-29図で分かるように,凶悪犯,粗
暴犯は減少傾向にあるが,窃盗犯と知能犯は年々増加を続けており,特に窃盗犯については,53年の刑法犯少
年のなかで占める割合が76.8%と著しく高く,なかでも,窃盗のうち万引き,自転車盗,オートバイ盗など犯行
の手段が容易でしかも動機が単純ないわゆる遊び型非行が多いのが目立つとされている。更に,窃盗犯少
年のなかで,男子は万引きが25.2%を占めて最も多く,次いでオートバイ盗20.2%,自転車盗18.1%など各手
口にわたっているが,女子は90.4%が万引きで他の手口は著しく少なくなっているのが特色とされてい
る。

第2-29図 凶悪刑法犯少年等の人口比の年次推移

また,過去10年間における刑法犯少年の年齢別補導人員の推移については,第2-30図のとおり,14歳,15歳及
び16歳は著しい増加傾向にあるのに対し,17歳,18歳及び19歳はおおむね減少傾向にある。特に,14歳及び
15歳の年少少年と18歳及び19歳の年長少年の格差は年々広まる傾向にあり,低年齢化が一層顕著になって
いるとされている。

第2-30図 刑法犯少年の年齢別補導人員の推移
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第2-31図は,刑法犯少年の男女別補導人員の過去10年間の推移をみたものであり,男子の補導人員はおおむ
ね横ばいであるのに対し,女子は44年以降増加傾向にあり,53年の女子補導人員は44年の2.7倍に達し,総数
中に占める女子の割合も53年は19.8%と44年の2倍以上になっている。

このほか,少年の非行の特徴としては,1)女子性非行の増加と低年齢化,興味本位の性非行,2)暴走族少年(暴
走族の約70%)の非行の悪質化,3)シンナー等乱用少年の増加(53年は対前年比20%増),4)中学生による校内
暴力事件の多発などがあげられ,非行は質量ともに問題が多く憂慮すべき状況にある。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和54年版）



  

総論
第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第2節  子供をめぐる非行等の問題行動
1  子供の非行
(2)  子供の非行の背景

一般に,子供の非行の原因,背景には,子供自身の素質と子供を取り巻いて様々に影響を与える社会的要因を考えることができる。警
察白書によれば,少年非行の第一のピークである26年は,戦後の混乱と貧困が社会の背景として考えられ,第二のピークの39年は急速
な経済成長に伴う都市化の進展,都市への人口集中,享楽的風潮の広まり等少年非行を誘発しやすい社会構造への変化がその背景と
なったと考えられている。

また,40年代半ばから始まる第三の波は,経済の高度成長に伴って国民の生活が豊かになるとともに多様化し,価値観の多様化,家庭の
しつけの弱体化,有害な雑誌・映画や享楽的な各種営業の増加など少年を取り巻く社会環境の悪化,社会連帯感の希薄化,規範意識の
低下などが背景として考えられるとされている。

第2-31図 刑法犯少年の男女別補導人員の推移

少年非行の重要な要因として,従来から両親や父又は母のない家庭や家庭の貧困などの家庭状況が指摘されてきているが,最近では
家族関係のかっとうなどが注目されつつある。第2-32表は刑法犯少年の両親の状況についで表わしたものであるが,近年の傾向と
して両親が実又は養父母の割合が増加したといわれ,両親が実又は養父母である者以外の割合は47年の21.4%から,53年の19.1%に
減少している。

第2-32表 刑法犯少年の両親の状況

しかし,非行少年の父母の欠損率について一般少年と比較してみると,第2-33表でみるように,男女とも非行少年の父母の欠損率が一
般少年に比べまだ高く,近年,両親や父又は母のない家庭に属する非行少年は減少してきたとはいえ,非行化の背景として親の欠損は
依然として軽視できない。また,父母の欠損理由をみると,一般少年の方は死別が多く,非行少年の方は離別が多いとされている。

第2-33表 少年の父母の欠損率
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次に,親の子供に対するしつけ方を子供がどう受けとめているかをみると第2-34表にみるように,「親から愛されていないと感じる
(拒否)」と「両親が厳しすぎると思う(厳格)」の2項目が一般少年と比較して非行少年に多くみられ,この傾向は,特に女子非行少年
に強くみられるとされている。また,父子・母子及び夫婦関係がうまくいっているか否かを,子供に尋ねた結果は第2-35表のとおり
で,いずれの関係においても「うまくいっていない」と答える者は,一般少年よりも非行少年の方に多く,特に,女子非行少年において
その割合が顕著であるとされている。

第2-34表 子供からみた親のしつけ

第2-35表 子供からみた親子及び夫婦関係

非行児童のうち,14歳未満の者の全部と14歳以上の者の一部については,児童福祉法による措置がとられることになっている。53年
度中に児童相談所が扱った非行児童に関する相談件数は,第2-36表にみるように,教護相談11,472件,(14歳未満4,164件,14歳以上18
歳未満7,308件),触法行為等相談13,650件(14歳未満11,301件,14歳以上18歳未満2,349件)で計25,122件である。処理内容別では,児
童又は保護者に対する訓戒・誓約が18.5%,児童福祉司の指導が10.7%,教護院等の児童福祉施設入所が8.1%,児童相談所の面接指導
が43.0%,その他家庭裁判所への送致等となっている。

教護院は,非行児童を入所させて,児童と起居をともにしながら,生活指導をするほか,学校教育法に基づく学習指導要領に準じて行う
学科指導,更に職業指導を通じて,その児童の性向を改善し,社会の健全な一員として復帰させることを目的とした施設であって,53年
10月1日現在,全国に58か所あり,入所定員は5,333人となっている。

増加する子供の非行をなくすために,厚生省は関係省庁と連携しながら,児童の健全育成対策を推進し,非行予防と早期発見に努めて
いる。主な対策として,1)児童相談所,福祉事務所(家庭児童相談室),児童委員を中心に児童の非行に関する相談,指導活動並びにこれ
ら機関と家庭,学校及び地域社会の連携による非行児童の早期発見・指導,2)児童館,児童センター及び児童遊園の設置運営の推進,3)
教護院による非行児童の教護,4)非行児童の社会復帰及び非行再発防止のための児童福祉施設退所後の事後指導,5)母親クラブ等の
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地域組織による児童の非行防止活動の推進などを行っているが,今後ますますこれら対策の強化推進が望まれる。

第2-36表 児童相談所における非行児童の処理件数
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2  子供の自殺

最近,子供の自殺がマスコミ等で取り上げられ,社会的関心を集めている。

自殺の発生率特に青少年のそれは,その時代の社会情勢をよく反映していると言われ,青少年の自殺率は「社会変動のバロ
メーター」とも呼ばれている。

第2-32図は,自殺率(人口10万対)の戦後における推移を,総数及び子供の年齢階級別にみたものである。総数の自殺率は,戦
争中は低率を示していたが,戦後漸増し,26年にいったん18.2と下がったあと,27年から急増し30年から33年にかけて高い波
を形成する。33年の25.7をピークにして,その後は年を追って減少し42年には14.2まで下がった。しかしその後徐々に増加
し50年には18.0まで達し,52年に17.9,53年に17.6となっている。

第2-32図 年齢階級別自殺率(人口10万対)の年次推移

子供の自殺は,年齢によって頻度が著しく異なり,年齢が高くなるにつれて急激に増えていく傾向にある。4～5歳以下の自
殺はまずみられない。仮にあったとしても,事故との区別が難しく,自殺の判定は下しにくい。しかし自殺問題を持つ事例を
詳しく調べると,ごく幼時から死のうとした経験を持つ者がまれならずあると言われている。

5～9歳の自殺は極めてまれであるが,数例程度みられる。戦後における5～9歳の子供の自殺の推移をみると,22年は19人と
非常に多かったが,23年2人,24年6人と減少し,25年から29年までは全くないか,あっても27年の1人であった。しかし全年齢
を通してピークを形成した30年代になると,この年齢でも毎年1～3人の自殺が続いている。そして全年齢を通して低率を示
した40年代前半には全く自殺者はみられなかったが,46年から全年齢と平行して1～3人とまた増えて,52年には4人,53年に
は3人となった。

10～14歳の子供になると,自殺は時々みられるようになり,加齢とともに増加していくが,それでも14歳までの自殺率はまだ
低い。10～14歳の子供の自殺率の年次推移をみると,大正から戦前にかけては大正9年1.8,昭和5年1.4と高率であったが,戦
争中から戦後にかけて減少し25年には0.0まで下った。しかし,26年から急増しはじめ,30年代前半に一つのピーク期を迎え
る。これは総数のピーク期に一致する。しかし,33年の0.9をピークにして一時減少するが,36年から再び増加し,37年には
0.9となった。その後漸減し,40年,41年には0.5まで下った。これも総数の低率期と一致するが,総数の増加期よりも早くか
ら増加を始める。すなわち42年から既に漸増が始まり,特に47年から急増し,48年には1.2まで増加する。その後49年に0.8
にいったん減少するが,50年1.1,51年1.0,52年1.1,53年1.0と高率が続いている。
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15歳以上になると,ずっと多くなり,加齢とともに急増する。15～19歳の自殺率の年次推移についてみてみると,大正末期か
ら昭和初めは大正14年22.0,昭和10年22.9と高率であったが,15年から23年までは10.0以下と低率を示していた。しかし,24
年から漸増,28年からは急激な増加をみ,総数の自殺率を上回って,30年に31.7という高率を示し,総数と同様,30年代前半の
ピーク期を形成する。しかし,34年にかなり減少したあと漸減傾向にあったが,38年になって急激な減少をみて,総数の自殺
率を下回るまでになった。40年代前半は44年の7.6を最低に一つの低率期を形成していたが,45年ごろから増加を始め,47年
から50年までは9.8～10.0を示し,51年9.2,52年9.1,53年9.7となっている。

我が国は,かつて国際的にみて,有数の自殺死亡の高率国であったが,第2-37表でみるように,西欧諸国との比較において総数
の自殺率(人口10万対)でみるかぎり,際立って高率とは言えない。日本よりも高い国はハンガリーの38.4をトップに,フィン
ランド,デンマーク,オーストリア,チェコスロバキア,西ドイツ,スウェーデンなどがあり,日本よりも低い国は,イタリア5.4,イ
ギリス7.5,アメリカ12.7,フランス15.6がある。また,日本も含めて諸外国とも,各年齢層を通して,男が女よりも2倍前後高い
自殺率を示している。

第2-37表 性・年齢階級別自殺率(人口10万対)の国際比較

14歳以下の自殺率は西欧諸国との比較では,日本はおおむね中間に位置していて,最も高い国はハンガリー1.8で,次いでチェ
コスロバキア,西ドイツ,スウェーデン,オーストリアなどがあり,最も低い国はイギリス0.1,イタリア0.2である。15～24歳に
なると,日本はハンガリーと並んでフィンランド23.5の次に高い国となっている。

総じて言えば,西欧諸国の自殺の特徴は,壮年期から初老期にかけて多く,日本は,青少年期と高老期において多いと言える。

次に,自殺頻度を月別にみると,大人の場合は一般に春と秋に高く,冬と夏に低くなる。こうした特徴は子供の場合にもほぼ
似たようなものであるが,必ずしもそうとは言えない面もある。第2-38表は,53年における子供(19歳以下)の自殺の月別発
生状況をみたものであり,1月,4月,9月に多く,3月,10月,12月に少なくなっている。子供のなかでも,中・高校生については,休
み開始期に少なく,学期開始期に多い傾向にあると言われている。

第2-38表 自殺少年(19歳以下)の月別発生状況

子供の自殺は,大人からみると動機が乏しく,たわいないとよく言われるがこれはあくまでも大人からみた印象であって,子
供の立場にたてば,十分な動機のある必然的なものが多い。また,統計には表われにくいが,子供の自殺動機は年齢が低いほ
ど,親や先生などのしっ責,死別などといった身辺の直接的なものを契機としやすいが,年齢が進むにつれて,より大きな人生
問題や社会問題に移行する傾向があると言われている。自殺の動機を正確には握することは困難であるが,49年に厚生省が
行った「人口動態社会経済面調査(自殺死亡統計)」と,警察庁調査「53年の自殺の概要」によって,子供の自殺を性別・動機
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別の百分率でみてみると,第2-39表のようになる。49年と53年では,傾向はおおむね変わっていない。男子の自殺動機では,
学校問題が最も多く,そのなかでも学業不振が半数近くを占めている。次に多いのが精神障害で,異性問題(半数は失恋),家庭
問題,病苦等と続いている。女子の場合,男子と違って異性問題が最も多く,その次に多いのが学校問題で,病苦等,精神障害,家
庭問題と続いている。

子供の自殺は,唐突で衝動的な点に特徴があると言われ,「意外だ」,「思いあたることがない」,「元気で明るい子だったの
に」,「ふだんと変りなかった」などというのは,よく聞かれる周囲の感想である。また,一般には年齢が低いほどこの傾向
は著しく,未熟性や爆発性の強い性格ほどそうなっていると考えられている。それでは実際にどれほどの人に,遺書,自殺未
遂歴,その他の言動等の自殺の前兆が認められたであろうか。49年の厚生省「人口動態社会経済面調査(自殺死亡統計)」に
よると,19歳以下の子供の自殺者のうち,男では5割,女では実に7割に近い者が遺書を残している。また,53年の警察庁調査で
は,約6割の子供の自殺者に,自殺未遂歴,遺書その他の言動による前兆が認められている。いかに唐突で衝動的と思われる子
供の自殺でも,よく気をつけていると,必ずといってよいほど,何らかの前兆ないし予告徴候(ほのめかしサイン)があるもので
ある。

第2-39表 児童の性別・動機別自殺者数百分率

病死の場合,事故死の場合を問わず,子を失った親の悲嘆は非常に大きいものであるが,我が子が自殺したという事実ほど親
を悲しませ,悔やませることはないであろう。なぜ死を選んだのかという思いが,何時までも親の心に暗く残るものである。
しかし,この不幸な子供の自殺も,子供の心を正しく理解し,共感し,暖かい愛情を持って子供の成長を見守り,それに喜びを示
す親の態度,周囲の人々の思いやりのある態度,暖かく愛情に満ちた細心の注意などによって,必ず防止できるものである。
最近,警視庁「少年心理研究会」が編集した「少年の自殺防止十則」によると次のものが掲げられている。1)自殺のサイン
を見落すな,2)子供を孤独にするな,3)死の教育をするな,4)子供の頭で考えよう,5)家庭ではよく話し合おう,6)親は聞き役に
まわれ,7)夫婦は仲よくしよう,8)子供は模倣で育つ,9)しつけはふだんから,10)親自身の性格を見直そう。
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総論
第2章  子供を取り巻く家庭,社会環境
第2節  子供をめぐる非行等の問題行動
3  情緒障害児

前述したように,最近の子供を取り巻く環境の悪化,なかでも家庭,学校,近隣での人間関係のゆがみ,特に親
の拒否的態度,冷淡放任,過保護,極端な甘やかし,過剰な期待,干渉,子供のペット化,価値観の単一化,教育へ
の異常な関心,受験競争へのかり立てなどによって,今日の子供のなかには強い不安,自己嫌悪,挫折感,孤独
感,不満,攻撃性の未処理,情緒的未分化,超自我の未発達など感情生活に支障を来し,不安定な心理状態が持
続しているものが多くみられる。このような不安定な状態から,登校拒否,かん黙,引込み思案等の非社会的
問題行動,反抗,暴力,怠学,金品持ち出し等の反社会的問題行動,また,どもり,夜尿,チック等の神経性習癖を
有する子供が増加している。このような子供のうち,児童福祉行政上いわゆる情緒障害児として取り上げ
られている問題を中心にみてみよう。

いわゆる情緒障害児の実態については,41年に兵庫県が県下の幼稚園児,小中学生を対象に行った調査があ
る。これによると, 第2-40表でみるように,約5万名の調査対象の児童のうち,情緒障害に起因する問題行動
をもつものは879名で出現率は1.74%,男女の出現の割合はおよそ2対1,年齢が進むにつれおおむね減少の
傾向,地域と情緒障害児の出現の関係は都市及びその近郊で最も多く,農山漁村で,次に多く,平地・農村で
最も少ない。問題行動別にみると,男児では攻撃的問題に多く,女児では非社会的問題に多いなどが分かっ
ている。また,45年に福岡県が行った調査では,非・反社会的問題行動を持つ児童の出現率(知的因子・器
質的因子も含まれている)は,約2.46%となっている。

第2-40表 調査対象と情緒障害児の出現

これら情緒障害児は,年齢が低いほど治療効果が良好で,また,家庭において親子ともども,治療が必要であ
ろうと言われていて,これら児童に対して児童相談所等が相談を受け,助言,指導,治療を行うとともに,必要
に応じて情緒障害児短期治療施設に入所させて,医学的,心理学的治療を行っている。第2-41表は,全国の児
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童相談所における受付件数を相談の種類別に示したものであるが,このなかで情緒障害児に関係する相談
は,長欠・不就学,性向,適性,しつけ相談のほとんどと養護,教護,触法行為等相談の一部である。

第2-41表 児童相談所における受付件数

また,情緒障害児短期治療施設は,全国に10か所あり,入所定員500人(うち通所60人)で,54年4月1日現在で
在籍人員男258人,女97人,計355人(うち通所53人)であり,53年4月1日から54年3月31日までの1年間の退所
人員は男137人,女69人,計206人(うち通所26人)である。学年別では,未就学20人(うち通所19人),小学校
268人(うち通所27人),中学生65人(うち通所6人),高校生2人(うち通所1人)となっていて,小学生が最も多
い。次に,在籍児童について男女別問題行動別についてみると,第2-42表のとおりであり,登校拒否,かん黙
等の非社会的行動が最も多く,全体の51.5%を占め,次に反社会的行動の35.8%となっている。非社会的行
動の中でも特に登校拒否が25.4%と最も多い。また,女子の場合,非社会的行動が顕著に多くなっている。

第2-42表 男女別間題行動別在籍人員
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情緒障害の心理的要因と心理・社会的環境は極めて重要な関連性があると考えられてきているが,特に心
理的環境としての家族,親子関係は最も重要な要素である。全国の情緒障害児短期治療施設を50年度(50年
4月～51年3月)に退所したすべての児童について,心理・社会的環境要因を調査した結果が第2-43表であ
る。「親的養育の障害」が71.8%と最も多く,他の障害との重複を含めると全体の84.7%を占める。また,
これに「家族関係障害」を加えると96.5%となり,情緒障害と親子,家族関係の障害が密接な関連にあるこ
とを示している。最も多い「親的養育の障害」のなかでは,「親的養育の欠如」22.9%,「統制過剰(過保
護・過干渉)」21.2%の両極が最も多い。次いで「統制欠乏(放任や無関心)」11.2%,「養育の矛盾,不一
致」11.2%となっている。また,問題行動別では,「統制過剰」は非社会行動群に,「養育の欠如」は反社会
行動群に多くみられた。

第2-43表 情緒障害児の心理・社会的環境要因

このように,子供の情緒障害の心理的要因は,親の養育の欠如,過保護,過干渉,放任,無関心などと深い関連が

厚生白書（昭和54年版）



あると考えられる。

こうした問題に対しては,両親が親としての自覚を持つことがなによりも大切であるが,家庭生活に対する
十分な認識と児童養育についての助言を,結婚適齢期の男女及び若い夫婦に与えるための新婚学級,母親学
級による啓発,家庭児童相談室の相談活動などの推進が必要である。
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